
 資料１ 

ＰＰＰ／ＰＦＩ投資促進タスクフォースの開催について 

令和７年 12 月 18 日 
内閣官房長官決裁 

１ 趣旨 

  ＰＰＰ／ＰＦＩの推進に向けて、事業規模目標等を定めたアクショ

ンプランを策定・改定し、政府一丸となって取り組んでいるところで

あるが、昨今の物価高の影響やインフラ老朽化が進行する中で、民間

投資やビジネス機会の拡大、社会課題の解決等につながるＰＰＰ／Ｐ

ＦＩ投資の促進に一層取り組むことが重要であることから、関係府省

が一体となって更なる取組の強化を検討し、アクションプランの改定

につなげるためのプラットフォームとして、ＰＰＰ／ＰＦＩ投資促進

タスクフォース（以下「タスクフォース」という。）を開催する。 

  タスクフォースは、ＰＰＰ／ＰＦＩ投資促進に関係する各種会議等

と連携し、各会議等におけるＰＰＰ／ＰＦＩ投資促進に関する検討が

統一的に行われるよう関係府省間の連絡調整を行うものとする。 

２ 構成 

  タスクフォースの構成員は、別紙のとおりとする。 

  ただし、タスクフォースの議長は、必要があると認めるときは、関

係者に出席を求めることができる。 

３ その他 

（１）タスクフォースの庶務は、国土交通省その他関係府省の協力を得

て、内閣府民間資金等活用事業推進室において処理する。 

（２）これに定めるもののほか、タスクフォースの運営に関する事項そ

の他必要な事項は、議長が定める。 

  附 則 

１ 「ＰＰＰ／ＰＦＩ推進タスクフォースの開催について」（平成 28 年

１月 19日内閣官房長官決裁）は廃止する。 

２ この決裁は、決裁の日から施行する。 
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